
　

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
家
の
間
で
、
昨
今
、
最
も
関
心
を
集

め
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
が「
人
権
」と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
２
０
１
９
年
の
国
連
の PRI （
注
） in Person

（
責
任
投
資
原
則
の
年
次
総
会
）で
は
、「
現
代
奴
隷
」

と
呼
ば
れ
る
強
制
労
働
・
人
身
取
引
の
被
害
者
を
招

く
か
た
ち
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
持
っ
た

こ
と
が
関
係
者
の
注
目
を
集
め
た
。
Ｐ
Ｒ
Ｉ
は
、
２

０
１
７
年
以
来
、
年
次
総
会
の
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ

に
人
権
を
含
め
、
２
０
２
０
年
８
月
に
は
、
こ
の
先

５
年
間
で
Ｐ
Ｒ
Ｉ
署
名
機
関
の
投
資
活
動
に
人
権
を

組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
活
動
計
画
の

策
定
準
備
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る
。

投
資
家
向
け
の
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
評
価
の
代
表
的
な
指

数
に
も
、
現
在
、
人
権
が
標
準
的
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。

　

日
本
人
の
間
で
は
、
企
業
活
動
と
関
係
す
る
人
権

課
題
は
、
採
用
時
の
差
別
や
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
留
ま
る
と
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
場
で
の
企
業
活
動
に
お
い
て
、
人
権
は
サ
ス
テ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
中
核
テ
ー
マ
で
あ
り
、
企
業
の
経
営

上
の
重
要
課
題
で
も
あ
る
。
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
上

の
児
童
労
働
や
強
制
労
働
に
代
表
さ
れ
る
人
権
リ
ス

ク
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人

権
の
標
準
で
あ
る
。
企
業
に
投
資
や
融
資
を
行
う
金

融
機
関
も
、
同
様
に
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、
投
資
家
・
企
業
の
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
お
い
て 

人
権
が
注
目
さ
れ
る
背
景

　

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
お
け
る
人
権
へ
の
関
心
の
高
ま
り

は
、
人
権
を
巡
る
各
国
の
法
規
制
や
政
策
が
近
年
大

き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
。
欧
州

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
注
意
義
務
法（
２
０
１
７
年
成

立
）、
オ
ラ
ン
ダ
の
児
童
労
働
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン

ス
法（
２
０
１
９
年
成
立
）な
ど
、
企
業
に
人
権
リ
ス

ク
へ
の
対
応
を
求
め
る
法
制
化
が
続
い
て
お
り
、
Ｅ

Ｕ
で
も
人
権
リ
ス
ク
な
ど
に
関
す
る
企
業
の
デ
ュ
ー

デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
義
務
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
議
論

が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
法
制
化
の
動
き
の
端
緒
と
な
っ
た
英
国

現
代
奴
隷
法（
２
０
１
５
年
成
立
）は
、
適
用
対
象
と

な
る
日
本
企
業
数
も
多
い
。
豪
州
現
代
奴
隷
法（
２

０
１
８
年
成
立
）と
相
ま
っ
て
、
多
く
の
日
本
企
業

に
と
っ
て
、
自
社
の
事
業
並
び
に
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
対
応
が
不
可
欠

と
な
っ
た
。
企
業
に
よ
る
こ
う
し
た
人
権
リ
ス
ク
へ

の
対
応
は
、
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
企
業

に
向
け
ら
れ
る
支
持
・
信
頼
と
も
直
結
す
る
課
題
と

な
り
、
ひ
い
て
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
家
に
と
っ
て
も
、

中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
判
断
の
重
要
な
要
素
の
一

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
が

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
与
え
る
影
響
と
機
会

（注）PRI（Principles for Responsible Investment）：2006年に国連が作成した 
自主的な投資原則。投資の意思決定に際し、ESGを考慮した六つの原則を明示

Ｅ
Ｙ
新
日
本
気
候
変
動
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
シ
ニ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

名なごし
越 

正まさた
か貴
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つ
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

国
際
的
な
人
権
ル
ー
ル
か
ら
見
た 

日
本
の
課
題

　

企
業
の
人
権
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
国
際
的

コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
２
０
１
１
年
に
国
連
で
承
認
さ

れ
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」
で

あ
る
。
こ
の
指
導
原
則
は
、
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
全

体
に
お
い
て
、
自
社
の
事
業
活
動
と
関
係
す
る
人
権

侵
害
に
対
処
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
企
業
に
求
め
ら
れ
る
人
権
に
関
す
る
取
り
組
み

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
指
導
原
則
に
は
「
社
会
的
に
脆
弱
な
立
場

に
置
か
れ
る
、
ま
た
は
取
り
残
さ
れ
る
リ
ス
ク
の
高

い
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
概
念
が
度
々
出
て
く
る
。
こ

れ
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
大
ぐ
く
り
に
せ
ず
、

女
性
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
々
、

外
国
人
な
ど
、
人
の
多
様
性
を
理
解
し
た
上
で
、
人

権
侵
害
を
受
け
や
す
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
存
在

を
把
握
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
想
定
し

た
表
現
だ
。
こ
の
視
点
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
時
代
に
日

本
企
業
が
取
り
組
む
べ
き
様
々
な
課
題
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
日
本
の
男
女
間
の
賃
金
格
差
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
中
ワ
ー
ス
ト
２
位（
２
０
１
９
年
）

で
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
こ
れ
を
差
別
問
題
と
し
て
も
捉

え
て
い
る
。
日
本
で
は
２
０
１
５
年
に
女
性
活
躍
推

進
法
が
成
立
し
、
女
性
の
社
会
進
出
と
活
躍
が
注
目

さ
れ
る
一
方
、
企
業
組
織
内
の
役
割
分
担
が
、
日
本

社
会
の
伝
統
的
な
性
差
に
基
づ
く
役
割
を
反
映
し
、

人
権
へ
の
対
応
を
価
値
創
造
の
源
泉
に

　

人
権
へ
の
対
応
は
、
リ
ス
ク
と
言
っ
た
視
点
だ
け

で
は
な
い
。
人
権
尊
重
の
概
念
が
、
有
能
な
人
材
流

出
の
防
止
、
従
業
員
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
、
ミ

レ
ニ
ア
ル
世
代
の
雇
用
の
創
出
と
い
っ
た
課
題
解
決

の
糸
口
と
も
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
人
権
に
関
す
る

世
界
各
国
の
法
規
制
は
、
企
業
を
単
に
法
令
遵
守
の

枠
に
縛
る
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
と
の
良
好
な
関
係
の
構
築
を
通
じ
た
強
い
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
と
い
っ
た
「
機
会
」
を
企
業
に
も

た
ら
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
等
を
含
む
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資

家
か
ら
の
投
資
獲
得
と
い
う
意
味
で
も
、
自
社
の

「
機
会
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ド
企
業
に

と
っ
て
は
、
時
間
や
コ
ス
ト
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
効

率
性
の
観
点
か
ら
、
人
権
分
野
に
お
い
て
積
極
的
な

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
を
希
求
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
環
境
変
化
を
機
会
と
捉
え
る
経
営

者
は
、
人
権
で
後
れ
を
取
る
こ
と
に
よ
る
リ
ス
ク
を

認
識
し
、
逆
に
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
に
よ
る
潜

在
的
利
益
を
見
出
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
人
権
は
、
倫
理
的
ま
た
は
法
律
的
な
問

題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
ビ
ジ

ネ
ス
や
資
本
市
場
で
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
時
代
の
到
来
と
と
も
に
、
い
わ
ば

人
権
が
経
済
ル
ー
ル
に
な
り
始
め
て
い
る
。
世
界
各

国
が
新
し
い
秩
序
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
な
か
、
日

本
が
倫
理
的
に
も
経
済
的
に
も
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
、

責
任
を
果
た
せ
る
国
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
か
は
、
人

権
へ
の
取
り
組
み
が
そ
の
重
要
な
要
素
と
な
る
と
言

っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

女
性
に
対
す
る
構
造
的
な
差
別
を
生
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
経
済

問
題
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
差
別
や
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
撤
廃
と
い
う
人
権
の
一
面
も
あ
る
。

　

ま
た
「
現
代
奴
隷
」
と
の
関
係
で
は
、
昨
今
、
日

本
で
増
加
を
続
け
て
い
る
外
国
人
労
働
者
の
人
権
尊

重
へ
の
対
応
が
重
要
で
あ
る
。
日
本
で
働
く
外
国
人

は
、
現
在
お
よ
そ
１
６
６
万
人
と
言
わ
れ（
２
０
１

９
年
10
月
末
現
在
）、
毎
年
約
20
万
人
ペ
ー
ス
で
増

加
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
約
40
万
人
を
占
め
る
外
国

人
技
能
実
習
生
は
、
法
定
最
低
賃
金
を
は
る
か
に
下

回
る
低
賃
金
や
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
の

課
題
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
移
動
の
自

由
が
制
限
さ
れ
、
脅
迫
下
で
働
か
さ
れ
て
い
た
技
能

実
習
生
の
事
案
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
現

代
奴
隷
の
一
形
態
と
さ
れ
る
強
制
労
働
に
あ
た
る
可

能
性
が
高
い
。

　

昨
今
の
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

－

19
の
流
行
に
よ
っ
て
、
企

業
活
動
に
大
き
な
影
響
が
発
生
す
る
中
、
技
能
実
習

生
等
の
移
民
労
働
者
、
非
正
規
労
働
者
、
高
齢
者
等

の
脆
弱
な
立
場
の
労
働
者
は
、
不
十
分
な
安
全
衛
生

対
策
、
雇
用
の
喪
失
、
賃
金
の
不
払
い
、
新
た
な
職

探
し
の
過
程
で
の
悪
質
業
者
に
よ
る
搾
取
の
リ
ス
ク

な
ど
に
よ
り
、
生
命
・
身
体
の
安
全
に
も
深
刻
な
影

響
を
受
け
や
す
い
立
場
の
人
々
で
あ
る
と
言
え
る
。

公
的
機
関
と
も
協
力
し
、
支
援
を
受
け
つ
つ
、
指
導

原
則
が
指
摘
す
る
企
業
活
動
お
よ
び
そ
の
変
化
な
ど

に
よ
っ
て
人
権
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
や
す
い
脆
弱

な
グ
ル
ー
プ
が
直
面
す
る
人
権
リ
ス
ク
を
軽
減
し
て

い
く
こ
と
は
、
日
本
の
産
業
界
全
体
が
待
っ
た
な
し

で
対
応
す
べ
き
重
要
課
題
の
一
つ
と
言
え
る
。
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